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f携帯電誌の電話番号数の鉱大に向けた電気通信番号に係る紛度等の在ち

方j 答申(案)に関し、男IJ紙のとおち意見を提出します。



口百

耳円今正そ旦 5主体的内容

第4章 (1 )新たな携帯霞 圏答申案にて、携帯電話の審号枯渇への対策として、 070番号を開

携帯電話の 話の電話番号ーとし 放することが適当とされていますが、以下の観点から、米利用の0

電話番号数 ての OAO番号の 30・040番号の開放を優先することが望ましいと考えます。

の拡大策と 開放について -利用者から見た場合、 070番号の携帯利用は、 070-Cでの識

しての o7 (2) 070醤号の 足立が可能とは言え、 PHSとの誤認が起きやすいものであること

0若手号の関 開放にイ*う事業者 -米利用の 030・040番号を利用すーる場合、 PHSとの殺到jに係

放について 対応について
る対応が不婆となるため、当社設備への影響もより軽微になると怒

(3) 070番号の
定されること

開放に伴う利用者
襲警また、新たにOAO番号を撲殺事業者に開放するにあたっては、携

保護について
羽子事業者間のき委号ポータ1:;:.1)ティや選択中継サービスの対応等が必

華客になりますが、 5主体的な実現方式や、その対応に係る費}誌の扱い

については、携帯霞話事業者の手IJfflする番号枯渇への対応に起因す

るものだということを踏まえた検討が必要であると考えます。

第 51言 ( 1 )携帯常詰と P 関筏帯 'PHS潤のそ寄号ポークど?リティについては、

携帯電話と H S rmの添号ポー -携~t'ザ. PHSへの発信者からすれば、悉号による機'nj'PHSの識完IJ

P H SI認の タビリティの詩人 ができなくなり、溺用される料金の識別が困難になる等、利用者手IJ

主祭号ポータ について 能性が低下すること。

ピジティの (2 )携帯電話と P -機米の設定により携帯養分への逸話に OOXYを8動付与することが

導入につい I-I S間の番号;F- あるが、 PHSへの漆択中継を実施しない場合、携帯から一寄っぷした

て タピリティ導入iこ PHS端末への OOXY発信が呼断となり、読存の携帯電話への選択中

主f'う泰業者対応に 織サーピスの利便性を大きく低下させてしまうこと。

ぐ〉む γて . PI-ISへの選択中継を実泌するとしても、大規模なネットワークの

(3 )携帯電話と P 改修等が必要になり、かえってサーピス料金の上昇会招く懸念、があ

HS陪の番号ポー ること

タピリティ導入に 等、お客様の手IJ伎役の観点から問題が多いと考えます。

{半う利用者保護に 関上認の開題があるにもかかわらず、携帯.PHS院のそを号ポータピ

ついて ジティを実施する場合、 PIIS溺7tミへの OOXY発信において呼i析が発

生しないよう、 PHSへの選択中継を実施することが必要不可欠と

なりますが、そのためには、ネットワーク改修等の対応に多額の費

用を婆することとなりますり答申案において、関係事業若干の過度な

経済的負組とならない限りは、 PHSへの選択中継に対応することが

求められるとされたことからすれば、携帯 'PHS掲の悉号ポータ

ピリティそのものについても、 i品定lこ経済的な負担がないことを前

提とする必要があると考えます。


